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令和元年第６回狭山市定例教育委員会会議会議録 

 

開 催 日 時   令和元年６月２５日（火） 

          午後２時３１分から午後３時５６分まで 

 

開 催 場 所   市役所 ５階 教育委員会室 

 

出  席  者   教   育   長    向 野 康 雄 

委  員    橋 本 秀  樹 

委  員    宮 﨑 英 子 

委  員    後 藤 邦 江 

 

欠  席  者   教育長職務代理者    吉 川 明 彦 

 

委員及び傍聴人を除くほか、議場に出席した者の氏名 

 

生涯学習部長  滝 嶋 正 司       次長兼教育総務課長  内 藤 光 重 

社会教育課長  田 中 肇 夫     中央公民館長  横 瀨 康 裕 

中央図書館長  小 池 真 介     スポーツ振興課長  五十嵐 和 也 

学校教育部長  和 田 雅 士     参事兼教育指導課長  伊 藤 秀 一     

教育センター所長  稲 葉  正      入間川学校給食センター所長  小 澤 栄 一 

書    記    神 田 崇 広 

 

会議の公開・非公開  議案第２５号、議案第２６号、議案第２７号、議案第２８号、

議案第２９号及び議案第３０号の６議案については、個人に関

する情報が含まれ、また、公にすることにより、意思決定の中

立が損なわれるおそれがあることから、非公開とした。 

 

傍 聴 者 数  ０名 

 

報告事項 

 ・令和元年第２回狭山市議会定例会の概要について 

報告者（生涯学習部長） 

   （学校教育部長） 

（要旨） 

会期は、６月１０日（月）から６月２６日（水）までの１７日間であり、議

案は、人事案件１件、一部改正条例６件、補正予算２件、市道廃止１件及び市

道認定２件、合計１２件である。一般質問については１６名で、うち教育委員

会関係は１０名であった。内藤光雄議員から小中学校における安全対策につい

て、金子広和議員から市長公約について、猪股嘉直議員から通学路について、
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千葉良秋議員から交通安全推進について、齋藤誠議員から食品ロス削減対策に

ついて、高橋ブラクソン久美子議員から子育て支援について、笹本英輔議員か

ら部活動について、田中寿夫議員から学校教育について、西塚和音議員から公

民館における協働事業について、大島政教議員から市政運営について、それぞ

れ質問があり、それに対する答弁の内容について報告がなされた。 

 

・令和元年度夏期企画展の開催について 

報告者（社会教育課長） 

（要旨） 

 博物館と「ざんねんないきもの事典」がコラボレーションした夏期企画展「ざ

んねんな昆虫展」を、６月２９日（土）から９月８日（日）までの間の６５日

間開催する旨の報告がなされた。  

 

・第３７回狭山市青少年健全育成大会について 

報告者（社会教育課長） 

（要旨） 

６月２９日（土）市民会館小ホールで開催され、青少年の健全育成活動に積

極的に取り組む個人の表彰や小中学生による少年の主張、青少年健全育成活動

の紹介などが行われる旨の報告がなされた。 

    

・子ども大学さやま・いるまの開校について    

報告者（社会教育課長） 

（要旨） 

東京家政大学、狭山市及び入間市の教育委員会の三者が実行委員会を組織し

主催するもので、小学校４年生から６年生までを対象に、東京家政大学のキャ

ンパスを使用し、７月２０日、８月１７日、９月１４日、１０月１２日、１１

月１６日の５回、いずれも土曜日に開催する旨の報告がなされた。 

 

・令和元年度西部地区人権教育実践報告会について 

報告者（社会教育課長） 

（要旨） 

西部教育事務所管内の入間地区、比企地区の市町村が持ち回りで開催してお

り、今年度は、７月２６日（金）に狭山市市民会館で開催される。全体会では

開会行事、人権作文の発表・表彰が行われ、その後の分科会では、実践報告や

研究協議等が行われる。なお、今年度は、開催時期を考慮し、会場の移動がな

いよう大会規模を縮小し、従来の７分科会から５分科会とし、参加者も約 100

名減の 324名を予定している旨の報告がなされた。 

 

・第３６回狭山市民展の開催について      

報告者（中央公民館長） 

（要旨） 
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６月２６日（水）から７月１日（月）までの６日間、市民交流センターを会

場に開催する。市民展は、広く市民に芸術文化に親しむ機会と場を提供し、市

民文化の一層の振興を図るものとして、日本画、洋画、書、彫刻、工芸、写真

の６部門に応募のあった作品を展示している。応募総数は２６２点で、昨年よ

り２３点の増となっている。また、この市民展では、市内芸術家の招待展示を

企画しており、今年は、市内在住の画家、柏健氏によるギャラリートークを６

月２９日（土）午後２時より同時開催する旨の報告がなされた。 

 

・第９０回都市対抗野球大会について    

報告者（スポーツ振興課長） 

（要旨） 

狭山市に本拠地を置くホンダ硬式野球部が、７月１３日（土）から東京ドー

ムで開催される第９０回都市対抗野球大会の本戦に南関東第２代表として３年

連続３３回目の出場を決めた。また、市内に事業所を置く鷺宮製作所の硬式野

球部も東京都代表として２年連続１４回目の出場を決めた旨の報告がなされた。 

 

・令和元年度中学生学習支援事業夏季集中講義について   

       報告者（教育センター所長） 

（要旨） 

各中学校とも６日間の日程で、１年生から３年生までを対象に、国語、数学、

英語の３教科で行う旨の報告がなされた。 

   

 ・各種審議会等の会議結果概要について 

                            報告者（社会教育課長） 

                               （中央公民館長） 

  （要旨） 

    令和元年度第１回狭山市社会教育委員会議、令和元年度第１回狭山市立富士

見集会所運営審議会、令和元年度第１回狭山市公民館運営審議会の開催結果に

ついて、その概要の報告がなされた。 

 

・狭山市教育委員会後援名義の使用行事について 

                           報告者（社会教育課長） 

                              （スポーツ振興課長） 

（教育指導課長） 

（要旨） 

社会教育課関係４件、スポーツ振興課関係６件、教育指導課関係３件の申請

があり、審査の結果、使用許可を行った旨の報告がなされた。 

     

 

 

議   案 
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議案第２４号 狭山市教育委員会事務局等の職員の勤務時間に関する規程の一部を

改正する訓令 

 

    狭山市職員の勤務時間に関する規程の改正に伴い、休憩時間の変更の対象となる

職員に係る規定を改めるため、提案がなされたものである。 

 

  議案第２４号については、原案可決した。 

 

 

議案第２５号 狭山市青少年問題協議会委員の委嘱について 

 

狭山市青少年問題協議会委員の任期満了に伴い、新たに委員を委嘱するため、提

案がなされたものである。 

 

議案第２５号については、原案可決した。 

 

 

議案第２６号 狭山市立図書館協議会委員の任命について 

 

  狭山市立図書館協議会委員の任期満了に伴い、新たに委員を任命するため、提案

がなされたものである。 

 

教育委員からの質疑等では、委員公募の状況はとの質疑に、男性２名、女性１名

計３名の応募があり、審議会等委員推薦委員会に諮り候補者を決定した旨の答弁が

なされた。 

 

議案第２６号については、原案可決した。 

 

 

議案第２７号 狭山市立学校給食センター運営委員会委員の解嘱について 

 

  狭山市立学校給食センター運営委員会委員の都築雅人氏、坪井玲子氏、大内康弘

氏、川井直子氏、山口哲司氏及び須賀朋美氏から任期途中で辞職したい旨の申し出

があり、各氏を解嘱するため、提案がなされたものである。 

 

議案第２７号については、原案可決した。 

 

 

議案第２８号 狭山市立学校給食センター運営委員会委員の委嘱について 
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  狭山市立学校給食センター運営委員会委員の都築雅人氏、坪井玲子氏、大内康弘

氏、川井直子氏、山口哲司氏及び須賀朋美氏が任期途中で辞職したことに伴い、後

任として片野美樹氏、伊藤万里子氏、酒井康仁氏、三澤和美氏、江原昭二氏及び諏

訪部栄一氏を委嘱するため、提案がなされたものである。 

 

議案第２８号については、原案可決した。 

 

 

議案第２９号 狭山市立学校給食センター学校給食費監査員の解嘱について 

 

  狭山市立学校給食センター学校給食費監査員の畑中敦氏から任期途中で辞職し

たい旨の申し出があり、同氏を解嘱するため、提案がなされたものである。 

 

議案第２９号については、原案可決した。 

 

 

議案第３０号 狭山市立学校給食センター学校給食費監査員の委嘱について 

 

  狭山市立学校給食センター学校給食費監査員の畑中敦氏が任期途中で辞職した

ことに伴い、後任として安河内由香氏を委嘱するため、提案がなされたものである。 

 

議案第３０号については、原案可決した。 

 

                             以  上 


